
私立学校緊急環境整備費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、幼児教育の質の向上のため環境の緊急整備を行うことにより、質の高い環境で、子

供を安心して育てることができる体制を整備するために要する経費について、当該私立学校を

設置する者に対し、予算の範囲内において、私立学校緊急環境整備費補助金（以下「補助金」

という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則（昭和５１年宮城県

規則第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、「私立学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規

定する私立の幼稚園（学校法人立幼稚園に限る。）で、当該年度の４月１日において現に存する

ものをいう。 

 

 （補助対象事業） 

第３ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、教育支援体制整備事業費

交付金（認定こども園設置促進事業）実施要領（平成２７年５月２１日付け文部科学省初等中

等教育局長裁定）別紙に定める幼児教育の質の向上のための緊急環境整備事業とし、その内容

は別表のとおりとする。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４ 補助金の補助対象経費は、補助事業に要する経費とし、補助金の額は別表に定める算定基

礎により算出した額以内とする。 

 

 （補助金の減額等） 

第５ 知事は、補助金を申請した者が、補助金の申請書等に不実の記載をしたとき、補助金の交

付目的若しくは交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき等には、第４の規定により

算出した補助金額の全部又は一部を減額することがある。 

 

 （交付の申請） 

第６ 補助金の交付を受けようとする者は、規則第３条第１項の規定による申請書を知事に提出

するものとする。 

２ 前項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものとし、その提出期

限は知事が別に定める日とする。 

３ 規則第３条第２項により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりと

する。 

 （１）事業計画書（別紙１） 

 （２）交付申請年度の収支予算書（別紙２） 



 （３）その他知事が必要と認める書類 

４ 第１項の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律

第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入に係る消費税及び地方

消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）を減額して申

請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 （交付の条件） 

第７ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）補助金の交付の決定を受けた者が当該補助事業の内容を変更しようとするときには、別 

記様式第２号により知事の承認を受けなければならない。ただし、補助金交付決定額の変 

更を伴わない軽微な変更にあってはこの限りではない。 

（２）補助金の交付の決定を受けた者が当該補助事業を廃止しようとするときには、別記様式

第３号により知事の承認を受けなければならない。 

（３）全ての県税に滞納がないこと。 

 

 （実績報告） 

第８ 補助金の交付決定を受けた者は、規則第１２条第１項の規定により、補助事業が完了した日

若しくは廃止の承認の日の翌日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の３月３１日のい

ずれか早い日までに提出しなければならない。 

２ 前項の規定による実績報告書は補助事業実績報告書（別記様式第４号）によるものとし、補

助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

 （１）事業実績内訳書（別紙３） 

 （２）支出計算書（別紙４） 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

３ 第１項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

 

 （補助金の交付方法） 

第９ 知事は、第８の規定による実績報告書を受けた後に、規則第１３条に規定する補助金の額

の確定を行うものとする。 

２ 補助金は、前項の確定後に交付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、補助金の交付決定を受けた者から補助金概算払請求書（別記様

式第５号）の提出を受けた場合で、知事が補助事業の遂行上概算払いをする必要があると認め

るときは、規則第１５条ただし書の規定により、概算払により交付することができる。 

 

 （決定の取消し等） 



第１０ 知事は、補助金の交付決定を受けた者が第５の規定に該当するときは、交付決定の全部

又は一部を取り消すことがある。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用す

ることができる。 

 

 （補助金の返還） 

第１１ 知事は、第１０の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助事業の当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則第１７条第１項の規定に

より、期限を定めて、その返還を命じるものとする。 

 

 （財産処分の制限） 

第１２ 規則第２１条ただし書き及び同条第２号の規定により知事が定める財産処分の制限を受

ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）の定め

るところによるものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１３ 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額が明らかでないものであって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第６号に

より速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額に相当する

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

   附 則 

 １ この要綱は、令和６年７月２５日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当

該補助金にも適用する。 

   附 則 

 １ この要綱は、令和７年７月１５日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 ２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当

該補助金にも適用する。 

 



別表（要綱第３及び第４関係） 

 

事業内容及び算定基礎 

 

事業内容 学校種 

１園当たりの 

補助対象経費 

（補助基準額） 

補助率 対象経費等 

施設における

遊具・運動用

具・教具・保健

衛生用品等の

施設整備 

幼稚園型認定こども園

及び次年度から認定こ

ども園に移行する幼稚

園 

1,800 千円 １／２ 

・遊具・運動用具・教具・

保健衛生用品等の教育の

質の向上に必要な設備整

備に要する経費（短期間

のうちに消耗する物品や

個人の所要に係る物品を

除く。） 

・遊具等の修繕や改修、園

舎等の改修工事及び大規

模工事を伴うものは除

く。 

・学校法人会計基準上、「構

築物（遊具に限る。）」又

は「機器備品」の科目で

計上すべき備品等の整備

に要する経費に限る。 

・遊具等の「購入費」には、

備え付け費用を含む。 

・補助金額は千円未満の端

数切り捨て。 

上記以外の幼稚園 1,800 千円 １／３ 

※教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）実施要領（平成２７年

５月２１日付け文部科学省初等中等教育局長裁定）別紙参照のこと。 

  

 

 


